
○岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例施行規則 

平成２５年３月２９日 

市規則第９４号 

改正 平成２６年３月２５日市規則第４１号 

平成２６年１１月１０日市規則第２１３号 

平成２７年３月３１日市規則第１１０号 

平成３０年３月３０日市規則第１０９号 

令和３年３月２９日市規則第６７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成２４年市条例第８１号。以下「条例」という。）の施行に

関し，必要な事項を定めるものとする。 

（サービス提供責任者） 

第２条 条例第５条第４項に規定する規則で定める者は，次に掲げる者とする。 

（１） 介護福祉士 

（２） 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（平成１９年法律第１２

５号）附則第２条第２項の規定により行うことができることとされた同法第３条の規

定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４０条

第２項第５号の指定を受けた学校又は養成施設において６月以上介護福祉士として必

要な知識及び技能を修得するための研修課程を修了した者 

（３） 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２２条の２３第１項に

規定する介護職員基礎研修課程を修了した者 

（４） 居宅介護従業者養成研修の１級課程を修了した者 

（５） 居宅介護従業者養成研修の２級課程を修了した者であって，３年以上介護等の

業務に従事したもの 

（６） 居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者であって，３年以上介護等の業務

に従事したもの 



（７） 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２４年市条例第８５号）第５条第４項に定めるサービス提供責任者の要

件を満たす者 

２ 条例第７条に基づき，条例第５条第４項を指定重度訪問介護の事業について準用する

場合における同項に規定する規則で定める者は，前項各号に掲げる者とする。ただし，

やむを得ない事情があると市長が認める場合には，従業者のうち相当の知識及び経験を

有する者から選任することができる。 

３ 条例第７条に基づき，条例第５条第４項を指定同行援護の事業について準用する場合

における同項に規定する規則で定める者は，次に掲げる者とする。 

（１） 第１項に掲げる者であって，同行援護従業者養成研修応用課程を修了したもの 

（２） 厚生労働省組織規則（平成１３年厚生労働省令第１号）第６２５条に規定する

国立障害者リハビリテーションセンター学院に置かれる視覚障害学科の教科を修了し

た者 

（３） 前号の教科に準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研

修を修了した者 

４ 条例第７条に基づき，条例第５条第４項を指定行動援護の事業について準用する場合

における同項に規定する規則で定める者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１） 行動援護従業者養成研修課程修了者又は強度行動障害支援者養成研修（基礎研

修及び実践研修）修了者 

（２） 業務の範囲通知（「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験

資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」（昭和６３年２月１２日社庶第２

９号厚生省社会局長，児童家庭局長連名通知）の別添２「介護福祉士試験の受験資格

の認定に係る介護等の業務の範囲等」をいう。以下同じ。）のうち知的障害者若しく

は知的障害児に関するもの，知的障害者，知的障害児若しくは精神障害者の居宅介護

又はこれと同等であると市長が認める業務（直接処遇に限る。）に３年以上従事した

者（従事した期間は業務の範囲通知に基づき算定する。） 

（別居の親族） 

第３条 条例第２８条（条例第４４条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）



に規定する規則で定める者は，従業者との関係が，次の各号のいずれかに該当する利用

者とする。 

（１） 配偶者 

（２） ３親等以内の血族及び姻族 

（別居の親族に対するサービス提供の制限の例外） 

第４条 条例第２８条ただし書（条例第４４条第１項及び第２項において準用する場合を

含む。）に規定する規則で定める基準は，次の各号のいずれにも該当する場合とする。 

（１） 指定居宅介護に係る利用者が離島，山間のへき地その他の地域であって，その

別居の親族から指定居宅介護の提供を受けなければ，必要な居宅介護の見込量を確保

することが困難であると市長が認める地域に住所を有すること。 

（２） 指定居宅介護が条例第５条第２項に規定するサービス提供責任者の行う具体的

な指示に基づいて提供されること。 

（３） 指定居宅介護を提供する従業者の当該指定居宅介護に従事する時間の合計が当

該従業者が指定居宅介護に従事する時間の合計のおおむね２分の１を超えないこと。 

２ 指定居宅介護事業者は，条例第２８条ただし書及び前項の規定に基づき，従業者にそ

の別居の親族である利用者に対する指定居宅介護の提供をさせる場合において，当該利

用者の意向，当該利用者に係る条例第２６条に規定する居宅介護計画の実施状況等から，

当該指定居宅介護が適切に提供されていないと認めるときは，当該従業者に対し適切な

指示を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（同居の家族に対するサービス提供の制限の例外） 

第５条 条例第４８条ただし書（条例第４９条第１項及び第２項において準用する場合を

含む。）に規定する規則で定める基準は，次の各号のいずれにも該当する場合とする。 

（１） 基準該当居宅介護に係る利用者が離島，山間のへき地その他の地域であって，

その同居の家族から指定居宅介護の提供を受けなければ，必要な居宅介護の見込量を

確保することが困難であると市長が認める地域に住所を有すること。 

（２） 基準該当居宅介護が条例第４５条第３項に規定するサービス提供責任者の行う

具体的な指示に基づいて提供されること。 

（３） 基準該当居宅介護を提供する従業者の当該基準該当居宅介護に従事する時間の



合計が当該従業者が基準該当居宅介護に従事する時間の合計のおおむね２分の１を超

えないこと。 

２ 基準該当居宅介護事業者は，条例第４８条ただし書及び前項の規定に基づき，従業者

にその同居の家族である利用者に対する基準該当居宅介護の提供をさせる場合において，

当該利用者の意向，当該利用者に係る条例第４９条第１項において準用する条例第２６

条に規定する居宅介護計画の実施状況等から，当該基準該当居宅介護が適切に提供され

ていないと認めるときは，当該従業者に対し適切な指示を行う等の必要な措置を講じな

ければならない。 

（記録の整備） 

第６条 条例第４３条第２項（条例第４４条第１項，第２項，第４９条第１項，第２項，

第１１０条及び第１２３条において準用する場合を含む。）に規定する規則で定める記

録は，次に掲げるものとする。 

（１） 条例第１９条第１項に規定するサービスの提供の記録 

（２） 条例第２６条第１項に規定する居宅介護計画（条例第１１０条において準用す

る場合を除く。） 

（３） 条例第３０条に規定する市町村への通知に係る記録 

（４） 条例第３４条第１項に規定する勤務の体制等の記録（条例第１２３条において

準用する場合を除く。） 

（５） 条例第４０条第２項に規定する苦情の内容等に係る記録 

（６） 条例第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置につい

ての記録 

（７） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号。以下「法」という。）第６条に規定する自立支援給付及び条例第２１

条第１項から第３項までに規定する利用者負担額等に関する請求及び受領等の記録

（条例第４９条第１項及び第２項において準用する場合を除く。） 

（８） 法第６条に規定する自立支援給付及び条例第２１条第１項及び第３項に規定す

る利用者負担額等に関する請求及び受領等の記録（条例第４９条第１項及び第２項に

おいて準用する場合に限る。） 



（機能訓練指導員） 

第７条 条例第８０条第４項，第１４３条第４項及び第２０９条第２項に規定する規則で

定める者は，看護師，准看護師，柔道整復師，あん摩マッサージ指圧師又は言語聴覚士

であって日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために必要な訓練を行う能力

を有するものとする。 

（管理者） 

第８条 条例第８１条第２項（条例第１０１条，第１４４条，第１５５条及び第１６６条

において準用する場合を含む。），第１７６条第２項（条例第１８９条及び第１９６条

において準用する場合を含む。）及び第１９９条第３項（条例第２０３条の５及び第２

０３条の１５において準用する場合を含む。）に規定する規則で定める者は，次の各号

のいずれかの事業若しくは施設の常勤の従業者として業務に従事した期間が通算して２

年以上である者又は社会福祉施設長資格認定講習課程を修了した者とする。 

（１） 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院又は同

条第２項に規定する診療所の事業 

（２） 次に掲げる介護保険法（平成９年法律第１２３号）の事業又は施設 

ア 介護保険法第８条及び第８条の２に規定する事業又は施設 

イ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「整備法」という。）附則第１１条又

は第１４条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第５条の

規定（整備法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正前の介護保

険法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は同条第７項に規定する介護

予防通所介護を行う事業 

ウ 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条

の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定に

よる改正前の法第８条第２６項に規定する介護療養型医療施設 

（３） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する特別支援学校又は同

法第８１条第２項に規定する特別支援学級 

（４） 次に掲げる行政機関の事業 



ア 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１２条に規定する児童相談所 

イ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１１条第１項に規定する身体

障害者更生相談所 

ウ 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規定する知的障

害者更生相談所 

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第６条

第１項に規定する精神保健福祉センター 

オ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４条第１項に規定する福祉に関する

事務所 

カ 地域保健法（昭和２２年法律第１０１号）第５条に規定する保健所 

（５） 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法（平成１４年法律第１

６７号）第１条に規定する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

（６） その他市長が特に認める事業又は施設 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，保健福祉局長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規則は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（指定同行援護事業所のサービス提供責任者に関する経過措置） 

第２条 第２条第１項各号のいずれかに該当する者については，平成３０年３月３１日ま

での間，同条第３項第１号に定める同行援護従業者養成研修応用課程を修了したものと

みなす。 

２ 平成２３年９月３０日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に３年以

上従事した者については，平成３０年３月３１日までの間，第２条第３項第１号に定め

る第１項各号に掲げる者と同等の者とみなす。 

（指定行動援護事業所のサービス提供責任者に関する経過措置） 

第３条 令和３年３月３１日において現に第２条第１項各号のいずれかに該当する者であ

って，かつ知的障害者，知的障害児又は精神障害者の福祉に関する事業（直接処遇に限



る。）に５年以上従事した経験を有するものについては，令和６年３月３１日までの間，

同条第４項の規則で定める者とみなす。 

（管理者に関する経過措置） 

第４条 施行日において現に社会福祉法第２条に規定する事業でないもののうち，旧社会

福祉法（平成１７年４月１日から施行日前までの間において施行された社会福祉法をい

う。）第２条の規定により社会福祉事業であった事業については，第８条各号（同条第

６号を除く。）に規定する事業と同等のものとみなして同条の規定を適用する。 

附 則（平成２６年市規則第４１号） 

この規則は，平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年市規則第２１３号） 

この規則は，公布の日から施行し，平成２６年１０月１日から適用する。 

附 則（平成２７年市規則第１１０号） 

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年市規則第１０９号） 

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年市規則第６７号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

 


